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いがしらリゾート戦略的構想書作成業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

１ 趣旨・目的 

いがしらリゾートは、令和３年度に策定した「井頭周辺エリア（南側エリア）活性

化基本構想」をもとに、いがしらリゾート活性化協議会での関係者協議により、リゾ

ート各施設連携でのイベント実施による価値向上や、基本構想の具体化に向けた各施

設の改修、機能拡充など、エリアの活性化に向け取り組んできた。 

本業務は、いがしらリゾートのハードソフト両面での更なる魅力化に向けた戦略的

事業構想を作成するにあたり、エリアの特性などを十分に理解し、本業務の遂行に最

も適した受託候補者を提案方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 

２ 業務概要 

（１）業  務  名  いがしらリゾート戦略的構想書作成業務 

（２）業 務 内 容  別紙仕様書のとおり 

（３）委託契約期間  令和７年度契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

（４）委託見積限度額  ４，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

３ 担当部署及び問合せ先 

真岡市 総合政策部 プロジェクト推進課 いがしらリゾート推進係 

担当：本城谷、蜷川、鈴木 

〒３２１－４３９５ 栃木県真岡市荒町５１９１番地 

電話：０２８５－８３－８１９６  FAX：０２８５－８３－５８９６ 

電子メール：project@city.moka.lg.jp 

４ 参加資格 

プロポーザルに参加できるのは、次に掲げる全ての要件を満たす事業者等とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に基づく真岡市の入札参加制限を 

受けていないこと。 

（３）真岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中ではないこと。 

（４）会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者、または民事再生

法に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者（ただし、会社更生法に基づく

再生計画または民事再生法に基づく再生計画について、裁判所の認可決定を受けた

ものを除く。）でないこと。 

（５）国税、県税、市町村税について滞納がない者であること。 

（６）本市と円滑な連絡調整ができる地域に事業所を有していること。 

（７）当プロポーザル及びその後の委託契約について、不正または不誠実な行為がない 

ことを誓約できる者であること。 
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（８）真岡市暴力団排除条例第２条第１号又は第６条に規定に該当する者でないこと。 

５ スケジュール 

令和 ７年 ６月１１日（水） 実施要領の公表 

６月１７日（火） 質問受付期限 

６月１９日（木） 質問に対する回答 

６月２０日（金） 参加申込書兼誓約書の提出期限 

６月２３日（月） 参加資格確認結果通知書送付 

６月２６日（木） 提案書の提出期限 

６月２７日（金） 選考委員会 

６月３０日（月） 審査結果通知 

７月上旬     契約締結 

６ 質問の受付及び回答 

質問事項がある場合は、質問書（様式第１号）により電子メールで提出すること。 

（１）質問締切  令和７年６月１７日（火）１７時受信分まで 

（２）提 出 先  電子メールにより、３に提出すること。 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、質問者名を伏せたうえで一括して質問回答書として取り 

まとめ、令和７年６月１９日（木）までに、市ホームページに公開する。 

なお、質問回答書は、本実施要領及び仕様書の追加または修正としてこれらと  

同様に扱う。 

７ 参加申込 

本プロポーザルに参加を希望する者は、下記の書類を提出すること。 

（１）提出書類 

ア 参加申込書兼誓約書（様式第２号） 

イ 会社概要（様式第３号） 

会社情報（事業内容・経営状況）を補足する既存のパンフレット等があれば添付

すること。 

ウ 「法人税」及び「消費税、地方消費税」に未納がないことの証明書 

直近３か月以内の証明書を有効とする。写しも可とする。 

（２）提出期限  令和７年６月２０日（金）１７時必着 

（３）提 出 先  ３に提出すること。 

（４）提出方法 

持参または郵送（配達証明付書留郵便に限る）郵便書留で郵送するものとする。

持参の場合は平日の午前９時から午後５時まで受け付ける。郵送の場合は、封筒  

表面に「いがしらリゾート戦略的構想書作成業務」と朱書きすること。 
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８ 提案書等の提出 

（１）提出書類 

ア 提案書（任意様式） 

仕様書に記載する業務内容を実現するため、次に掲げる各事項について具体的

に記載すること。Ａ４用紙２ページ以内とし、端的にわかりやすい提案書となるよ

う努めること。 

（ア）実施方針及び具体的なスケジュール 

(事業遂行にあたっての事業実施方針と事業工程を記載すること。) 

（イ）業務実現にあたっての実施体制 

(実施体制、企業の強み、役割分担及び各分野間の連携企業について記載すること。) 

（ウ）地方公共団体と地域活性化や魅力向上を目的とした同種（類似）業務の実績 

（内容、契約金額及び成果を具体的に記載すること。（最大５件まで）） 

イ 見積書（任意様式） 

任意様式により見積書を提出すること。積算の内訳を可能な限り詳細に記載し、

見積額には消費税及び地方消費税を含んだ金額を記載すること。 

（２）提出部数   ７部（正本１部、写し６部、電子データ） 

（３）提出期限   令和７年６月２６日（木）１７時必着 

（４）提 出 先   ３に提出すること。 

（５）提出方法   提出方法は７（４）と同じとする。 

（６）その他留意事項 

・１事業者１件の提案に限り、複数の提案は認めない。 

・参加資格確認結果通知書を受けた後に辞退する場合は、辞退届（様式第４号）を

提出すること。 

９ 審査方法 

本業務の受託候補者の審査選定にあたっては、いがしらリゾート戦略的構想書作成

業務公募型プロポーザル選定委員会設置要綱のとおり、選定委員会（以下「委員会」

という。）を設置し、委員会において、提案内容を公正かつ厳正に審査し、最も優れた

提案を行ったものを受託候補者として選定する。 

（１）審査項目及び評価基準 

別表「審査項目及び評価基準」のとおり 

（２）審査方法 

提案書について、審査項目及び評価基準に基づいて審査及び評価を行う。 

（３）受託候補者の決定 

・失格者を除いた者のうち、評価の総合点数が６割以上に達した者を選定の対象 

とし、最も点数が高い者を、受託候補者として選定する。企画提案事業者が１者

のみの場合も同様とする。 
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（４）そ の 他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 本実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ 見積額が２（４）の委託見積限度額を超える場合 

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ 評価に係る選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を行った場合 

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

（５）選定結果 

選定結果については、提案事業者全員に７月上旬に文書で通知する。なお、審査

内容に係る質問や異議は、一切受け付けない。 

１０ 契約手続 

（１）契約の締結 

受託候補者として選定された者（以下「契約候補者」という。）と市は協議のうえ、

必要に応じて提案内容に変更・修正を加え、業務の仕様を決定し、業務委託契約を

締結する。 

（２）契約保証金 

免除とする。 

（３）そ の 他 

契約候補者が契約締結までの間に指名停止等の措置を受けた場合、その他契約の

締結が不適当と認められる事実があった場合等は、その者と契約の締結を行わず、

次点者を契約交渉の相手方とする。 

１１ その他留意点 

（１）提出された書類等の訂正・差替は原則として認めない。また、提出された書類等は

返却しないものとする。 

（２）提出された書類は、本プロポーザルにおける受託候補者選定以外の目的では使用 

しない。ただし、情報公開請求があった場合には、真岡市情報公開条例に基づき  

対応する。 

（３）本プロポーザルに係る費用は全て提案者の負担とする。 

（４）本実施要領に定めのない事項または本実施要領に疑義が生じた場合は、協議により

定める。
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別表           審査項目及び評価基準 

 
 評価項目 評価基準 配点 

提案内容 

業務の実施方針と

事業工程 

業務の遂行に対して、実施方針が的確で、具体的

かつ実現可能な事業工程となっているか。 
5 

事業所の強み 業務実現に向けた事業所の強みを有しているか。 10 

企業連携 
業務実現に向けて役割分担及び各分野間の企業連

携が効果的かつ実現可能なものとなっているか。 
20 

事業所の実施体制 
本業務を履行するにあたり、円滑かつ効率的に業

務を遂行できる実施体制がとられているか。 
10 

事業所の業務実績 
事業所が本業務と同種又は類似業務の実績を有し

ているか。 
20 

技術者の業務実績 
管理技術者、主任技術者、担当技術者が本業務と

同種又は類似業務の実績を有しているか。 
5 

見積価格 配点×（提案価格のうち最低見積価格／見積価格） 30 

合 計 100 

  


